
次期島根県国民健康保険運営方針（R6～11）の策定について 

１ 概要 

  国民健康保険法第８２条の２に基づき、安定的な財政運営並びに広域的及

び効率的な事業運営の推進を図るため、県が策定する県及び市町村の国民健

康保険事業の運営に関する方針 

２ 次期運営方針に係る法改正事項 

（現時点での改正審議事項を含む。） 

 ・期間の法定化（６年１期、３年中間見直し） 

 ・必須記載事項の追加（保険料水準平準化、医療費適正化、広域的及び効率的 

な事業運営の推進） 

  ※記載事項の詳細は「都道府県国民健康保険運営方針策定要領」（厚労省）

の改正により示される予定（令和５年３月予定） 

３ 策定スケジュール（案） 

R5.3～5  市町村意見照会 

    6～7  市町村連携会議 部会・会議（実績検証・課題方向性） 

8～9  県運営協議会①（課題方向性） 

   9～10  素案作成 

  11～12  市町村連携会議 部会・会議（素案協議） 

県運営協議会②（素案審議） 

県議会報告（素案） 

R6.1    市町村意見照会【法定手続】 

パブリックコメント（1ヶ月間） 

最終案作成 

2～3  市町村連携会議（最終案協議） 

県運営協議会③（最終案審議） 

       県議会報告（最終案） 

3    策定（知事決裁） 

公表（県ＨＰ）【法定手続】 

資料（３） 



必須記載事項化
（法改正審議中：令和６年４月施行）

必須記載事項


